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 避難行動要支援者 

突然の災害に見舞われたとき、大きな被害を受けやすいのは、高齢者や障がい者、外国人、妊産婦、

子どもなど、まわりの人の手助けが必要な人（避難行動要支援者）です。次の点を参考に災害の被害か

ら守りましょう。 

 日ごろから交流する。 

 一緒に防災訓練を行う。 

 避難行動要支援者の立場になって周りの環境を点検する。 

 災害情報を伝達し必要に応じて一緒に避難する。 

 ご存知ですか？「安心安全カード」 

「安心安全カード」にあなた自身の情報を記入しておくと、「いざ」というとき、自身の身を守ることに

役立ちます。また、地域での助け合いの輪を広げるときにも役立つカードです。ぜひ、ご活用ください。 

  

問合せ 天王寺区役所保健福祉課（TEL 6774－9857） 

  天王寺区役所市民協働課安全まちづくり室（TEL 6774－9899） 

  天王寺区社会福祉協議会（TEL 6774－3377） 

 マンションでの「共助」の取組み 

天王寺区では区民の多くがマンションなどの共同住宅に居住しています。マンションの多くは耐震化

が進んでおり、倒壊などの危険性がなければ、災害時も住み慣れた自宅での在宅避難が可能です。 

その際、エレベーターや電気、水道、ガスなど居住者で共用する設備の取り扱いや災害時に発生す

る様々な問題に対して、居住者同士で協力して取り組む「共助」が大切です。 

次のような視点で、協力して取り組みましょう。 

 災害時のルールをあらかじめ決めておく 

災害が発生したとき、マンション内に災害対策本部を立て、災害の規模や被害時の状況に応じ

て、マンション内の対応を決めます。また、近隣の避難所など地域との連絡、調整を行います。 

 居住者の安否確認 

災害時は、居住者の安否確認をとる必要がありますが、集会室などにそれぞれ報告してもらっ

たり、一軒一軒訪ねて回るのは時間がかかります。

迅速に安否確認を行う方法として、どこの家にもあ

る白いタオルを玄関前(ドアノブや窓枠など)にくくり

つけるなどの方法で、居住者の安否をお互いに確

認できるようにします。 












